
呈宅医療（終末期ケアを食餌ジ  

30   



3計画と医療費適正化計画との関係  

国の基本方針  国の基本方針  （新）国の基本方針  

」二L  上＝L  

医療計画  

医療圏の設定  

基準病床数  

救急医療の確保  

医療従事者の確保  

（新）・脳卒中、がん、糖尿病等  

の疾病別の患者の年間総  

入院日数の短縮に関する  

数値目標  

（新）・在宅での看取りや地域 ■   

連携クリテイカルパスの普及 

等に関する取組  

（新）一 脳卒中、がん、糖尿病等： l  

ごとの医療機関の機能分化；   

と連携  

等；  

相方lT蓼仝  コ｛亡  T「  畑首l－整仝  コ｛亡  
V  IH∴ しl、－一止ト・」l  

新
医
療
貴
通
正
化
計
画
 
 

医療費の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数・一人当たり医療費、疾病分類別等）  

平均在院日数の短縮に関する数値目標  

糖尿病等の有病者t予備群の減少に関する数値目標、健診■保健指導の実施率に関する数値目標  

目標実現のための取組方策（3計画に含まれるものは再掲として記載）  

その他地域における医療費適正化方策（重複頻回受診の是正等）  

医療費適正化の取組を行うことによる医療真の見通し  

実施、検証、評価のサイクル   



医療貴通正イヒ計画の骨格  

基本的考え方  

◎．平成20年度を初年度とする医療費適正化計画（5年計画）において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化   

■生活習慣病予防の徹底†政策目標㌻生活習慣病有病者・予備群考25％減少（平成、27（2015）年度）  
・平均在院目数の短縮L→、政策目線：全国平均（36日）と最短の長野県（27日）の差を半分に縮小（同上）  

共同作業  

○ 都道府県医療費適正化計画の作成   

○ 事業実施   

（生活習慣病対策）   

・保険者事業（健診・保健指導）の指導   

・市町村の啓発事業の指導   

（在院日数の短縮）   

・医療機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進   

・病床転換の支援   

○ 政策目標を実現した場合の医療費の見通し   

○ 計画の進捗状況の評価（中間年一平成22年度）、  

実績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  

○ 医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画の作成   

○ 都道府県における事業実施への支援  

・平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し  

・医療提供体制の整備  

人材養成  

病床転換に関する財政支援  

○ 政策目標を実現した場合の医療費の見通し   

○ 計画の進捗状況の評価（中間年・平成22年度）、   

実績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  

（※）については中間年における進捗状況の評価暗も同様  

○保険者に、40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着目した健康診査及び保健指導の実施を義務付け  
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医師数全体は増加している中で、女性医師比率の高まり等とあいまって、産科、小児  
科の医師数は減少又は低い伸びにとどまり、地域によって、特に病院勤務の医師の  
確保が困難となっている。  

人口10万対医師数の年次推移  診療科別（主たる）医師数の年次推移  

十整形外科  
＝⇒巨小児科  

十眼 科  

・一－■」－－一掃神科   

さ消化器科  

÷産婦人科  

十耳鼻いんこう科   

壬循環器科  

÷皮膚科   

シ麻酔科   

ゝ脳神軽外科   

昌 泌尿器科   

亡放射操科  

十呼吸器科  

S3035 40 45 50 引 52 53 54 55 56 57 59 6I63 日2 4 6 8 川I2I4】6  

医師数の推移（男女別）  
250．000  

2DO．00D  

】50．000  

10叩00  

50，000  

0   

平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年  

いずれも医師・歯科医師・薬剤師調査  S40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 63 4 81216  
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i   師ナ総合的対応  I 
～へき地等の特定地域や小児救急医療・産科医療等の特定分野での医師偏在問題への対応～  

′－一一・【対 応】  
一－－【問題の背景】………－－…‥  

◇小児救急・産科の医療機能の集約化t重点化の推進  

◇夜間・休日等の小児救急医療を行う病院に対する運営費補   
RもA′nl幽お古／l11rヽ＼   
巧／」正リノ⊥白恨＼「11⊂り  

各病院に小児科医■産科医が1  

人ずつ配置されるなど広く薄い  
；『「里l－ L 7■l崇÷llヽ告⊥マぺ7・丁寧竪⊥血  
臼E匝トーdヽ句作仮ししlま〃可：芳‡哀1兄  

病院（勤務医）への夜間・休日  

患者の集中  

臨床研修必修化などの影響に  

よる大学医局の医師派遣等の  

調整機能の低下  

◇都道府県と地域の医療関係者（大学医局・大学病院等）との  

協議の場を制度化：医師派遣など実効性ある医師確保策を検討・実施  

女性医師（特に産科・小児科に  

多い）の増加  

特に産科におけるリスクの高ま    ■ ロ ロ ロ ロ  

ロ ロ   協
軌
棚
摘
 
 

叫
〟
山
へ
什
■
 

1
 
 

釦
①
②
③
 
 

ハイリスク分娩  

ノ
不
 
 

‖
市
 
【
エ
ロ
ロ
 
 

叩
医
 
 

病院勤務医を中心とした  

制度・予算・診療報酬など総合的対策を実施  34   足感の高まり  



墓標連目ご本割のイメージ（「小児、弛急の冥合）  

▼  
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医療縫：≡凱！外の老 

∠ ：O   dO   5〕  馴   7〔   80   90   

※ 医師・歯科医師・薬剤師調査  4〔l  

（歳〉  
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保険給付の内容■範囲の見直し等  

○高齢者の患者負担の見直し（現行：70歳未満3割、70歳以上1割（ただし、現役並み所得者2割））   
t 現役並み所得の70歳以上の者は3割負担  （平成18年10月～）  

・新たな高齢者医療制度の創設に併せて高齢者の負担を見直し  （平成20年4月～）  

70～74歳 2割負担、75歳以上1割負担（現行どおり）  

（平成18年10月～）  ○ 療養病床に入院している高齢者の食費■居住真の負担引上げ   

○ 高額療養費の自己負担限度額の引上げ  
高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ、賞与を含む報酬総額に見合った  

（平成18年10月～）  

（平成20年4月～）  

水準に引上げ  

併せて、高齢者医療制度の創設に伴い見直し   

○ 現金給付の見直し   

】出産育児一時金の見直し（30万円→35万円）   

・傷病手当金及び出産手当金の支給水準の引上げ・支給範囲の見直し   

・被用者保険の埋葬料の定額化（5万円）   

○ 乳幼児に対する自己負担軽減措置の拡大  

（平成18年10月～）  

（平成19年4月～）  

（平成18年10月～）   

（平成20年4月～）  
「±丁止八＿＝址．ー＝．ーゴ＝′ト■ldヒ／h仝lト書几l＿J与ト」」」＿，一 丁串lムもIRl一斗Jトてト・Zl亡コ＝コ．包＋口蓋又：dモ／′つ卓tl名＋口＼′n士ヰ■亀上r慈A土つ士巨土港  
南因育一白匹頂モ市リノ支Uノ眉IJ呂又トー1Jr‾lヱ し、子しろ／」ブ己ト一声リソ ノ∂ヒ】Lユ只丁上土芋土〟肌＼乙古■J只丁上土ノ∨ノ♪1貿ト⊥「田¶1エリ一秋／卜／l叫  

から義務教育就学前までに拡大  

（平成20年4月～）  ○ 高額医療・高額介護合算制度の創設   

○ 保険料貝武課の見直し   

・標準報酬月額の上下限の範囲の拡大  
」  」     ＿   ＿  ＿    ■   ■  ・標準員与〝J車巳匪IUJ兄L邑し   

（平成19年4月～）  
′ T lヽ．」 一、 ′．．．．．＿ ＿  【  

ヽ し十J斌lリニ午q月～ノ37   



新たな高齢者医療制度の創設（平成20年4月）  

＜改正後＞  ＜現行＞  

・ 

［
独
立
制
度
］
 
 
 

コ■1「コ「■」L l「「コE■コ⊂  

75歳  

65歳 ＋  ＋  ■  
■■■■t■t■■■■T■  

65歳   
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国・都道府県による財政リスクの軽減  

運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県学位で全市町村が加入する広域連合が行う。  

広域連合の財政t」スクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとする。  
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医療真適正化のための地域における取組と保険者の再編・統合  

・入院医療費が高い  

■入院期間が長い  

■病床数が多い  

・入院受療率が高い（特に高血  

圧、糖尿病）  

・入院・外来医療費ともに低い  

・入院期間が短く、外来の受診頻  
度が低い  
一病床数が少ない  

一入院、外来とも受療率が低い  

（特に入院では高血圧、糖尿病、  

外米では糖尿柄、虚血性心疾  
患）  

・外来医療費が高い  
・外来の受診頻度が高い  

・病床数は全国平均並み  

・外来受療率が高い（特に虚血  

性心疾患）  
†  

・入院医療費が嵩∵く、外来医療費  
が低い  

】入院期間が長く、外来の受診頻  
度が低し＼  

・病床数がやや多い  

・入院受療率が高く（特に高血圧、  
糖尿病）、外来受療率が低い  
（特に虚血性心疾患、高血圧）  

◎医療の地域特性（病床数一平均在院日数等の医療提供体制の状況、生活習慣病等の患者の受診動  
向等）を反映して、都道府県ごとの医療真の格差も大きい  

地 域 に  お け る 取 組  
（都道府県単位で保険者  医療機関・地方公共団体が協  

医療の地域特性の調査・分析・評価  

医療費の適正化に向けた取組  
一生活習慣病対策の推進  

一医療機能の分化・連携の推進、平均在院日数の短縮  

一地域における高齢者の生活機能の重視（在宅医療の推進  居住系サービスの充実）  

おける保険者の連携・協力による  

保険者の再編・統合と地域における取組への参加  

【市町村国保】  【政管健保】  【健保組合】  
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